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令和３年度第１回大分市上下水道事業経営評価委員会議事録（要旨） 

 

● 日 時 ： 令和３年１１月２２日（月） 午後１時３０分～午後３時５分 

 

● 場 所 ： 上下水道局５階 大会議室 

 

● 出席者 ： 

【 委 員 】 林勇貴委員、荒金一義委員、村松政幸委員、 

               木内純子委員、葛西満里子委員、秦野恵子委員（計6名）                   

          

 【 事務局 】 佐藤上下水道部長、三ヶ尻上下水道部次長、 

衛藤上下水道部次長兼経営企画課長、 

首藤上下水道部次長兼水道維持管理課長、 

若杉上下水道部次長兼浄水課長、 

清水総務課長、安東営業課長、 

木元水道整備課長、奥家下水道整備課長、 

左山下水道施設管理課長 

（経営企画課）小野参事補、佐藤参事補、長田、岡本、上野 

                              （計15名） 
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● 次 第 : （１）開会 

（２）上下水道部長挨拶 

（３）議事 

①水道事業・公共下水道事業経営診断書（案）について 

（４）閉会 
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●議事に係る質疑応答、意見 

①水道事業・公共下水道事業経営診断書（案）について 

＜質疑・応答＞ 

水道事業 

■ 主要指標の施設利用率は、１日平均配水量（分子）も施設能力（分母）も増えている

ので評価は悪化を意味するＢではなく、Ａ（中核市平均以上で良好な水準にある）と

する方が適切ではないか。 

評価において恣意性を排除するために、結果を評価説明に照らして客観的な評価Ｂ（中

核市平均以上であるが２年続けて悪化している）を選択しています。 

昨年度の評価基準を見直すなかで評価の根拠が客観的でわかりやすいものにしましたが、

ご指摘のような評価のあり方も踏まえて、客観性を保ちつつ指標の特性に対応できる機

能的な評価基準について今後検討いたします。 

 

■ 新型コロナウイルス感染拡大の影響で水道水需要が大きく変化した結果、令和２年度

は給水収益が増加したが、令和３年度以降も、一般家庭での節水が進むなどの反動を

含めて更に需要が変化することも考えられるため、今後も事業経営に及ぼす中長期的

な影響を注視していく必要がある。 

ご指摘のように令和３年１０月末現在では給水収益は減少傾向を示しています。新型コ

ロナウイルス感染症拡大が終息に向かっていくにしろ、コロナ前と同じような需要形態

に回帰することは考えにくくなっているのかもしれません。今後も需要変化を注視しな

がら、慎重に経営状況を予測し計画を立てていくよう努めます。 

 

高い目標ですが、管路の使用可能年数が凡そ８０年であることから逆算すると、年間１．

２７％程度に設定する必要があります。また、この目標達成のためには、請負工事業者

の受注量増を促す環境の実現など高いハードルもあります。 

 

■ 管路の更新及び耐震化の取組みについては、目標値が中核市平均と比較して高すぎ

るために、成果が現れているにも関わらず評価が低く抑えられているのではないか。 
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■ 施設のＣＯ2排出削減について、政府が発表した温室効果ガス排出量を2050年に実質

ゼロにする目標に対して、上下水道局としても計画を立てるなどの何らかの対策をと

っているのか。 

具体的な目標を掲げた取組みは行っていませんが、上下水道事業で保有する多岐にわた

る施設・設備を更新する際には、省エネルギー・高効率機器を優先的に選択・導入して

います。 

 

■ 未給水地区への水供給に係る事業は、住民から料金を徴収するものではないのです

か。 

未給水地区の個人や集落で管理する給水施設の整備と維持管理に要する経費への一般会

計からの補助金交付事業であり、水道事業として実施しているものではないため料金徴

収は行いません。 
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公共下水道事業 

■ 普及率の低さにおいて、地理的要因は事業上裁量の余地がない外部要因であり、しか

もその影響は大きいように思うが、この要因を除いた他都市との比較はできないもの

か。 

地理的条件が類似している都市間比較の存在について把握していません。今後研究して

みたいと思います。 

 

■ 企業債残高の増加が見込まれる要因として、気候変動に対応した浸水対策を早急に進

めるとあるが、大分市内にそうした箇所はまだ多くあるのか。 

過去の調査で雨水排水ポンプ設置の必要がある９つの地区に計画的に施設整備を進めて

います。現在、気候変動の影響を加味したシミュレーションを行っており、具体的には、

シミュレーションの結果、既存のポンプ場を増強したり、今後整備するポンプ場の整備

計画を変更していくことに伴い事業費が増大することが予想されます。また、近年浸水

被害が発生している下郡地区や花園地区においても地元と協議しながら、暫定的に設置

する災害対策ポンプを活用して別途対策を施す予定です。 

 

利用した地下水の排水先が下水道となっており、下水道専用の排水メーターを通して下

水道使用料を賦課しているため、大口の使用水量減の直接的影響を受けました。 

 

■ 水道事業では、水道は大口使用者の多くが地下水を利用しているため、新型コロナ

感染症拡大の影響により大口の使用水量減少の影響を給水収益においてあまり受け

なかったということだったが、下水道事業ではなぜ収入減の影響が大きくなったの

か。 



 

6 

 

「分流式下水道等に要する経費」は公共下水道に要する資本費のうち、その経営に伴う

収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額であり、適正な使用

料を徴収してもなお使用料で回収困難であるものをさします。適正な使用料について、

総務省通知では、一般会計から下水道事業会計へ繰り出す「分流式下水道等に要する経

費」に対して地方財政措置する基準として、最低限行うべき経営努力として使用料徴収

月３，０００円/２０㎥（１５０円/㎥）を前提としています。なお、本市においても普

及率が一定の水準に達すれば１５０円/㎥で、一般会計から分流式下水道等に要する経費

の繰入を要さず黒字経営できるものと推計しており、経営戦略においてその時期を令和

７年度に目標設定して普及率向上に努めています。 

また、説明が難しくなりますが、「分流式下水道等に要する経費」は汚水処理原価の算

定において、『汚水処理に係る経常経費』（分子）から除かれるため、この経費を繰入

れる間は使用料単価とほぼ均衡するようになります。そのため、使用料で賄えない資本

費（経費）が削減され、繰入額が減少すれば事業の効率化が進んでいることが分かりま

す。 

 

 水道事業の指標評価でご指摘を受けた点も踏まえ、経営戦略の取組みにおいても、客観

性を保ちつつ目標の特性に対応できる機能的な評価基準について今後検討いたします。 

■ 使用料単価が妥当な水準という根拠にしている総務省の定める基準単価１５０円/

㎥は中核市平均より高いが、総務省の意図するところは何か。 

大分市では汚水処理原価と使用料単価に差がない状況が続いており、本当に事業が

効率化できているのか分からない。令和２年度決算を見ても収益的支出と資本的支

出を合わせた総支出は、下水道事業のほうが水道事業よりはるかに大きく、下水道

事業が効率化されているのかどうかという重要なポイントをよく認識できるように

すべきである。 

■ 下水汚泥の資源化の取組みの進捗評価は、施設が稼働開始して実際に汚泥処分経費

の削減効果が表れるまでＣ（取組みによる効果が表れていない）となるが、事業ス

ケジュールは順調に消化されており、そうしたインプットの取組みも評価結果に反

映するべきではないか。 


